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重層的支援体制整備事業の理解：地域福祉とまちづくりの協働＜D＞
１）重層的支援体制整備事業の捉え直し：参加支援事業＝地域福祉

(まちづくりとの協働を視野に入れる。制度福祉との協働と異なる役割)

相談支援事業＝制度福祉、地域づくりに向けた支援＝まちづくりと位置づける。

相談支援と参加支援は結びついており、地域づくり支援は参加支援の基盤となる。
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